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国際経済特区 
 

都道府県名： 
兵庫県 

申請主体名： 兵庫県 

区域の範囲： 尼崎市、西宮市及び芦屋市の全域 

 

 

 

特区の概要： 優れたものづくり産業基盤と国際的な水準にある都市環境を

有する地域の特性を活かし、外国人研究者の活用等を通じて、

ライフサイエンス分野など新規分野の研究成果と企業の技術

の融合を図ることにより、地域のものづくり産業の国際競争力

の強化や対内投資の促進を目指す。 

 

適用される規 

制の特例措置： 

・外国人研究者受入れ促進 

・外国人の入国、在留申請の優先処理 

 

 

 

  

（独）産業技術研究所　尼崎事業所 （財）近畿高エネルギー加工技術研究所
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尼崎市、西宮市、
芦屋市 

（財）近畿高エネルギー加工技術研究所 

（尼崎市に立地）出所：同研究所ホームページ 


